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令和５年第１回七戸町議会定例会 

会議録 

────────────────────────────────────── 

 令和５年２月１５日七戸町告示第１２号で、令和５年第１回七戸町議会定例会を３月

２日上北郡七戸町議会議事堂に招集する。 

────────────────────────────────────── 

令和５年 ３月 ２日 午前１０時０９分 開会 

令和５年 ３月 ９日 午後 ０時２１分 閉会 

────────────────────────────────────── 

○応召議員（１６名） 

 議 長 １６番  瀬 川 左 一 君   副議長 １５番  盛 田 惠津子 君 

      １番  中 野 正 章 君        ２番  山 本 泰 二 君 

      ３番  向中野 幸 八 君        ４番  二ツ森 英 樹 君 

      ５番  小 坂 義 貞 君        ６番  澤 田 公 勇 君 

      ７番  哘   清 悦 君        ８番  岡 村 茂 雄 君 

      ９番  附 田 俊 仁 君       １０番  佐々木 寿 夫 君 

     １１番  田 嶋 輝 雄 君       １２番  三 上 正 二 君 

     １３番  田 島 政 義 君       １４番  白 石   洋 君 

────────────────────────────────────── 

○不応招議員（０名） 

────────────────────────────────────── 

○町長提出案件 

 報告第 １号 専決処分事項の報告について 

（令和４年度七戸町一般会計補正予算（第１１号）） 

 議案第１９号 七戸町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

の制定について 

 議案第２０号 七戸町空家等及び空地の適切な管理に関する条例の制定について 

 議案第２１号 七戸町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例を廃止す

る条例について 

 議案第２２号 七戸町個人情報保護法施行条例の制定について 

 議案第２３号 七戸町個人情報保護審査会条例の制定について 

 議案第２４号 七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例について 

 議案第２５号 七戸町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 議案第２６号 七戸町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 議案第２７号 七戸町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等
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の一部を改正する条例について 

 議案第２８号 七戸町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について 

 議案第２９号 七戸町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 

 議案第３０号 七戸町営住宅条例の一部を改正する条例について 

 議案第３１号 七戸町出産祝金条例を廃止する条例について 

 議案第３２号 七戸町過疎地域持続的発展計画の変更について 

 議案第３３号 工事請負契約の締結について 

（（仮称）七戸町総合アリーナ外構整備工事） 

 議案第３４号 工事請負契約の締結について 

（（仮称）七戸町総合アリーナ駐車場・構内道路整備工事） 

 議案第３５号 工事請負変更契約の締結について 

（（仮称）七戸町総合アリーナ新築工事（電気設備工事）） 

 議案第３６号 工事委託に関する協定の一部を変更する協定の締結について 

（七戸町公共下水道七戸浄化センターの改築工事委託に関する協定） 

 議案第３７号 工事委託に関する協定の一部を変更する協定の締結について 

（七戸町特定環境保全公共下水道天間林浄化センターの改築工事委託

に関する協定） 

 議案第 １号 令和４年度七戸町一般会計補正予算（第１２号） 

 議案第 ２号 令和４年度七戸町国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

 議案第 ３号 令和４年度七戸町後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号） 

 議案第 ４号 令和４年度七戸町介護保険特別会計補正予算（第５号） 

 議案第 ５号 令和４年度七戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第 ６号 令和４年度七戸町七戸霊園事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第 ７号 令和４年度七戸町公共下水道事業特別会計補正予算（第５号） 

 議案第 ８号 令和４年度七戸町農業集落排水事業特別会計補正予算（第５号） 

 議案第 ９号 令和４年度七戸町水道事業会計補正予算（第６号） 

 議案第１０号 令和５年度七戸町一般会計予算 

 議案第１１号 令和５年度七戸町国民健康保険特別会計予算 

 議案第１２号 令和５年度七戸町後期高齢者医療特別会計予算 

 議案第１３号 令和５年度七戸町介護保険特別会計予算 

 議案第１４号 令和５年度七戸町介護サービス事業特別会計予算 

 議案第１５号 令和５年度七戸町七戸霊園事業特別会計予算 

 議案第１６号 令和５年度七戸町公共下水道事業特別会計予算 

 議案第１７号 令和５年度七戸町農業集落排水事業特別会計予算 

 議案第１８号 令和５年度七戸町水道事業会計予算 

 議案第３８号 七戸町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて 
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 議案第３９号 七戸町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 議案第４０号 七戸町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて 

 議案第４１号 七戸町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて 

 議案第４２号 七戸町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて 

 追加議案第４３号       令和４年度七戸町一般会計補正予算（第１３号） 

────────────────────────────────────── 

○議員提出案件 

 発議第 １号 七戸町議会の個人情報保護条例の制定について 

────────────────────────────────────── 

○その他 

 会議録署名議員の指名について 

 会期の決定について 

 諸般の報告について 

 常任委員会の要請事項に対する回答について 

 予算審査特別委員会設置 
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令和５年第１回七戸町議会定例会 

会議録（第１号） 

令和５年３月２日（木） 午前１０時０９分 開会 

────────────────────────────────────── 

○議事日程 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸般の報告について 

 日程第４ 提出議案一括上程 

「報告第１号専決処分事項の報告について（令和４年度七戸町一般会計補

正予算（第１１号））」から「議案第４２号七戸町固定資産評価審査委員

会委員の選任につき同意を求めることについて」までの４２議案、１報告

を一括上程 

（町長提案理由説明） 

 日程第５ 常任委員会の要請事項に対する回答について 

 日程第６ 予算審査特別委員会設置 

────────────────────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

────────────────────────────────────── 

○出席議員（１６名） 

 議 長 １６番  瀬 川 左 一 君   副議長 １５番  盛 田 惠津子 君 

      １番  中 野 正 章 君        ２番  山 本 泰 二 君 

      ３番  向中野 幸 八 君        ４番  二ツ森 英 樹 君 

      ５番  小 坂 義 貞 君        ６番  澤 田 公 勇 君 

      ７番  哘   清 悦 君        ８番  岡 村 茂 雄 君 

      ９番  附 田 俊 仁 君       １０番  佐々木 寿 夫 君 

     １１番  田 嶋 輝 雄 君       １２番  三 上 正 二 君 

     １３番  田 島 政 義 君       １４番  白 石   洋 君 

────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

────────────────────────────────────── 

○説明のため会議に出席した者の職氏名 

町     長  小 又   勉 君   副 町 長         高 坂 信 一 君 

                      支 所 長         

総 務 課 長  仁 和 圭 昭 君            氣 田 雅 之 君 

                      (兼庶務課長)        
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企画調整課長         金 見 勝 弘 君   財 政 課 長         附 田 敬 吾 君 

税 務 課 長  西 野 勝 夫 君   町 民 課 長         髙 田 博 範 君 

介護高齢課長         三 上 義 也 君   保健福祉課長         井 上   健 君 

                     会 計 管 理 者        

こどもみらい課長         佐々木 和 博 君            髙 田 美由紀 君 

                     (兼会計課長)        

農 林 課 長  原 子 保 幸 君   建 設 課 長  鳥谷部   勉 君 

商工観光課長         附 田 良 亮 君   上下水道課長         町 屋 淳 一 君 

教 育 長         附 田 道 大 君   学 務 課 長  鳥谷部 慎一郎 君 

生涯学習課長         田 中 健 一 君   世界遺産対策室長         相 馬 和 徳 君 

（兼中央公民館長・南公民館長・中央図書館長）                   

農業委員会会長         天 間 俊 一 君   農業委員会事務局長         田 村 教 男 君 

代表監査委員         吉 川 正 純 君   監査委員事務局長         澤 山 晶 男 君 

選挙管理委員会委員長         新 舘 文 夫 君   選挙管理委員会事務局長         仁 和 圭 昭 君 

────────────────────────────────────── 

○職務のため会議に出席した事務局職員 

事 務 局 長  澤 山 晶 男 君   事 務 局 次 長         鳥谷部 伸 一 君 

────────────────────────────────────── 

○会議録署名議員 

  １番  中 野 正 章 君        ２番  山 本 泰 二 君 

────────────────────────────────────── 

○会議を傍聴した者（１０名） 

────────────────────────────────────── 

○会議の経過 
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開会 午前１０時０９分   

 

○開会宣告 

○議長（瀬川左一君） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから、令和５年第１回七戸町議会定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しておりますので、会議は成立しまし

た。 

────────────────────────────────────── 

○開議宣告 

○議長（瀬川左一君） これより、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程及び本定例会における説明員は、お手元に配付したとおりです。 

────────────────────────────────────── 

○日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（瀬川左一君） 日程第１ 会議録署名議員の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、１番中野正章君と２番山本泰

二君を指名します。 

────────────────────────────────────── 

○日程第２ 会期の決定について 

○議長（瀬川左一君） 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 初めに、議会運営委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長。 

○議会運営委員長（白石 洋君） 議会運営委員会委員長報告を申し上げます。 

 去る２月１５日に告示、本日招集されました令和５年第１回七戸町議会定例会の会期

について、先般、２月１５日午前１０時から議会運営委員会を開催し、審査した結果、

お手元に配付いたしましたとおり、本日３月２日から３月９日までの８日間を会期とす

ることに決定いたしました。 

 本日は、議案等の一括上程、予算審査特別委員会の設置及び同委員会の正副委員長の

互選を行います。 

 ３日は一般質問、４日から６日は閉庁並びに議案調査のため休会といたします。７

日、８日は予算審査特別委員会を行いますが、運営方法については、皆様のお手元に配

付のとおり、議会運営委員会で取りまとめさせていただきましたので、御参考にしてい

ただきたいと思います。最終日の９日は、今回上程されております全議案について審議

を行うこととしております。 

 以上のとおり進行してまいりたいと思いますので、何とぞ議員各位の御理解と御協力

を賜り、当委員会の決定に御賛同くださいますようお願いを申し上げまして、委員長報

告といたします。 
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 よろしくお願いいたします。 

○議長（瀬川左一君） お諮りします。 

 本定例会の会期は、ただいま議会運営委員長の報告のとおり、本日から３月９日まで

の８日間としたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、本定例会の会期は、本日から３月９日までの８日間に決定しまし

た。 

 議長において作成いたしました会期日程は、お手元に配付したとおりであります。 

────────────────────────────────────── 

○日程第３ 諸般の報告について 

○議長（瀬川左一君） 日程第３ 諸般の報告についてを行います。 

 議長の諸般の報告につきましては、お手元に配付しておりますので、御了承願いま

す。 

 次に、本日までに受理いたしました陳情等につきましては、別紙配付の陳情等文書表

のとおりです。先般、このことについて、議会運営委員会において審査した結果、陳情

第７号、陳情第８号及び陳情第１号については資料配付することにしましたので、御了

承願います。 

────────────────────────────────────── 

○日程第４ 提出議案一括上程 

○議長（瀬川左一君） 日程第４ 提出議案の一括上程について。 

 報告第１号専決処分事項の報告について、令和４年度七戸町一般会計補正予算（第１

１号）から議案第４２号七戸町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める

ことについてまでの４２議案、１報告を一括上程します。 

 初めに、町長から、提出議案について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（小又 勉君） 皆さん、おはようございます。 

 本日ここに、令和５年第１回七戸町議会定例会が開会されるに当たり、提出議案を御

説明する前に、町政運営の基本方針並びに所信の一端と一般報告をさせていただきま

す。 

 初めに、荒熊内地区開発計画の第１次計画として整備を進めております（仮称）七戸

町総合アリーナ（多目的広場）公共駐車場は、年内の完成に向けて鋭意整備推進中であ

り、令和６年早々には供用を開始できる見込みとなっております。 

 また、同地区を建設候補地とした役場新庁舎建設事業につきましては、現在、基本構

想及び基本計画を策定中であり、七戸高校生や町民によるワークショップ、町民アン
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ケートなどを実施しております。今後も町民皆様の御意見等を取り入れ、事業を進めて

まいります。 

 次に、我が国の２０５０年カーボンニュートラル達成に向けては、七戸町ゼロカーボ

ン総合戦略に基づき、具体的な計画となる地球温暖化対策実行計画を策定し、公共施設

の省エネルギー化や再生可能エネルギーの導入、庁内、事業所及び一般家庭への再生可

能エネルギー設備導入に係る助成を行いながら、町民、企業とともに脱炭素の実現に努

めてまいります。 

 教育、子育て環境においては、昨年、七戸小学校が創立１５０周年の節目を迎え、歴

史と伝統を受け継ぎながら、さらなる飛躍を目指して歩み始めました。グラウンドの整

備も行われ、春には子供たちの駆け回る姿が見られるようになります。また、町内小中

学校の施設整備と同時に、児童生徒の感染予防対策や情報化に対応したＩＣＴ環境の充

実、人口減少に伴う学校規模適正化の検討など、児童生徒の教育環境の充実に努めてま

いります。 

 加えて、町独自の新たな子育て世帯への経済支援策として、子供の成長の節目に合わ

せ、小学校・中学校入学及び卒業時に現金を給付する未来輝く子育て支援金事業を実施

いたします。これは子ども給付のうちで最も効果が高いと言われる現金給付を国内で初

めて給付実施するものであります。 

 基幹産業である農業は、原油価格や農業資材などの高騰により、生産者は大きな影響

を受けています。中でも、令和５年度の水稲を含む農産物の作付けに欠かせない肥料価

格は昨年の２倍近くに上昇するなど、農業経営に多大な影響を及ぼしております。 

 町では、肥料価格の農家負担の軽減を図るため、肥料価格高騰対策事業を実施するこ

ととしており、生産者の持続的農業経営の推進を支援してまいりたいと考えておりま

す。 

 当町において長年の悲願でありました上北自動車道は、昨年１１月に全線が開通いた

しました。また、下北半島縦貫道路の野辺地－七戸道路についても国直轄の事業化とな

り、現在現地調査等が行われております。みちのく有料道路に接続する県道後平－青森

線、後平バイパスなど、高規格幹線道路の整備について一日でも早い共用化が進められ

るよう整備の必要性、予算の確保など、今後も引き続き中央関係機関へ要望活動を実施

してまいります。 

 新型コロナウィルス感染症について、国は感染症法上の位置づけを５月８日に季節性

インフルエンザなどと同じ５類に引き下げる方針を決定し、これまでの様々な政策、措

置を段階的に移行することとしました。 

 町でも現在施設やバスの利用に際し、人数制限、飲食禁止など利用制限を行っており

ますが、国・県の動向を注視しながら利用制限を解除するなど、日常生活の回復を図り

たいと考えております。 

 以上、施策の一端を申し上げましたが、これらの実現を目指し、町民・団体・企業・
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行政が一体となり、まちづくりのための施策に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。議員各位におかれましては、これまで以上の御指導、御支援を賜りますようお願い

申し上げます。 

 それでは、本定例会に提出いたしました議案の概要について御説明いたします。 

 報告第１号専決処分事項の報告について。 

 令和４年度七戸町一般会計補正予算（第１１号）については、国の妊婦・子育て家庭

への伴走型相談支援及び経済的支援の一体的実施に伴う出産・子育て応援給付金事業に

関し、早急に対応する必要が生じたことと、除雪経費に関し１月後半の寒波による集中

的な大雪及び今後の増加見込みに伴い、早急に対応する必要があったことから、歳入歳

出予算の総額に１億６,５９３万２,０００円を追加し、予算の総額を１２９億１,３５５

万１,０００円としたものです。歳入は、繰入金に１億６,５９３万２,０００円を追加

し、歳出は衛生費に５３２万４,０００円、土木費に１億６,０６０万８,０００円を追加

したものです。 

 議案第１９号七戸町の議会議員及び町の選挙における選挙公報の発行に関する条例の

制定については、公職選挙法第１７２条の２の規定に基づき、七戸町の議会議員及び七

戸町長の選挙における候補者の政見等を選挙人に周知する選挙公報を発行するため、新

たに条例を制定するものです。 

 議案第２０号七戸町空家等及び空地の適切な管理に関する条例の制定については、空

家等対策の推進に関する特別措置法の定めるもののほか、空き家等及び空き地の適切な

管理に関し必要な事項を定めるため、新たな条例を制定するものです。 

 議案第２１号七戸町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例を廃止する

条例については、個人情報の保護に関する法律改正に伴い、本条例を廃止するため提案

するものです。 

 議案第２２号七戸町個人情報保護法施行条例の制定については、デジタル社会の形成

を図るための関係法律の整備に関する法律による個人情報の保護に関する法律の一部改

正に伴い、同法の施行に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するもので

す。 

 議案第２３号七戸町個人情報保護審査会条例の制定については、デジタル社会の形成

を図るための関係法律の整備に関する法律による個人情報の保護に関する法律の一部改

正に伴い、個人情報保護審査会の設置等に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を

制定するものです。 

 議案第２４号七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例については、農地利用最適化交付金実施要綱の一部が改正されたこ

とにより、農業委員及び農地利用最適化推進委員に対する報酬の上乗せ支給について、

所要の改正を行う必要があることから提案するものです。 

 議案第２５号七戸町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、国民健康
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保険法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、同法等の改正内容に準じて所要の改

正を行う必要があることから、提案するものです。 

 議案第２６号七戸町国民健康保険条例の一部を改正する条例については、国民健康保

険法施行令の一部を改正する政令及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布

に伴い、同法等の改正内容に準じて所要の改正を行う必要があることから、提案するも

のです。 

 議案第２７号七戸町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令及び懲戒権に関する規定の削除に伴う児童福祉関係府省令等の改正に伴

い、所要の改正が必要なことから提案するものです。 

 議案第２８号七戸町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例については、こど

も家庭庁の創設による子ども・子育て支援法の改正等に伴い、所要の改正が必要なこと

から提案するものです。 

 議案第２９号七戸町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例については、道路法施

行令の一部を改正する政令の公布に伴い、同法等の改正内容に準じて所要の改正を行う

必要があることから、提案するものです。 

 議案第３０号七戸町営住宅条例の一部を改正する条例については、町営住宅の蛇坂団

地４棟８戸が完成したのに伴い、所要の改正をするため提案するものです。 

 議案第３１号七戸町出産金条例を廃止する条例については、国の出産・子育て応援給

付金事業及び町の新たな子育て支援施策の実施に伴い、本条例の廃止を提案するもので

す。 

 議案第３２号七戸町過疎地域持続的発展計画の変更については、事業の追加により計

画の変更が必要となったため提案するものです。 

 議案第３３号工事請負契約の締結については、（仮称）七戸町総合アリーナ外構整備

工事の条件つき一般競争入札を令和５年２月７日に実施したところ、株式会社小又建設

に落札となったので、地方自治法及び町条例の規定により提案するものです。 

 議案第３４号工事請負契約の締結については、（仮称）七戸町総合アリーナ駐車場・

構内道路整備工事の条件つき一般競争入札を令和５年２月７日に実施したところ、株式

会社工藤組に落札となったので、地方自治法及び町条例の規定により提案するもので

す。 

 議案第３５号工事請負変更契約の締結については、（仮称）七戸町総合アリーナ新築

工事（電気設備工事）に係る工事内容に変更を生じたので、契約金額の変更について地

方自治法及び町条例の規定により提案するものです。 

 議案第３６号工事委託に関する協定の一部を変更する協定の締結については、建設資

材の調達や資材価格の高騰に伴う改築の規模及び範囲の再検討に不測の日数を要したこ

とから、七戸町公共下水道七戸浄化センターの改築工事委託に関する協定内容について
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一部変更が生じたため、地方自治法及び町条例の規定により提案するものです。 

 議案第３７号工事委託に関する協定の一部を変更する協定の締結については、建設資

材の調達や資材価格の高騰に伴う改築の規模及び範囲の再検討に不測の日数を要したこ

とから、七戸町特定環境保全公共下水道天間林浄化センターの改築工事委託に関する協

定内容について一部変更が生じたため、地方自治法及び町条例の規定により提案するも

のです。 

 議案第１号令和４年度七戸町一般会計補正予算（第１２号）については、歳入歳出予

算の総額から２億９,７６３万１,０００円を減額し、予算の総額を１２６億１,５９２万

円とするものです。 

 歳入の主なものは、町税に２億６,５９０万４,０００円、地方交付税に８,７１７万

５,０００円、県支出金に３,０９３万２,０００円、寄附金に３,０１４万３,０００円を

追加し、国庫支出金から１億１,０７８万５,０００円、繰入金から２億６,１５８万６,

０００円、町債から３億５,１８０万円を減額するものです。 

 歳出の主なものは、諸支出金に１億７,９５３万４,０００円を追加し、総務費から３

億４,９６４万１,０００円、民生費から３,８０７万７,０００円、農林水産業費から１,

３２４万３,０００円、商工費から１,１３３万７,０００円、土木費から４,５４５万９,

０００円を減額するものです。 

 第２表の継続費補正については、（仮称）七戸町総合アリーナ建設工事における年割

額の変更、公共施設整備の基本計画策定業務において、総額及び年割額を減額変更する

ものです。 

 第３表の繰越明許費については、荒熊内地区開発事業費は、８月の大雨の影響等によ

る建設資材の需給変化により土工・下層路盤工に不測の日数を要したこと。肥料価格高

騰対策事業費補助金及び戸籍情報システム改修業務委託料は、年度内の事業完了が見込

めないこと。青森県議会議員選挙費及び七戸町議会議員選挙費は、契約業務や事務の執

行を円滑に行う必要があること。森林環境保全整備事業工事費は、林道上田唐松線のの

り面復旧工事において、融雪等により崩壊範囲の拡大が見受けられ、業務範囲の確定に

不測の日数を要したこと。公用車購入は、新型コロナウイルス及びロシアウクライナ情

勢の長期化により生産に大きな遅延が生じており、年度内の納入が見込めないこと。道

路新設改良費は町道宇道坂・五十貫田線の舗装補修工事において、財源となる過疎債の

見通しが立ったことから、前倒しで実施することとしたもの。道路整備事業費は、昭和

橋及び作田橋の橋梁補修工事において、コロナ禍における工場稼働率の低下などの理由

により、資材調達に不測の日数を要したこと。スクールバス置き去り防止社内確認ブ

ザー購入費は、国の補正予算により実施するものでありますが、年度内の事業完了が見

込めないこと。現年災農地農業用施設災害復旧費及び公共土木施設災害復旧費は、国の

災害復旧事業により実施するものでありますが、年度内の事業完了が見込めないこと。

下水道事業債及び償還基金費は、財源となる県補助金が繰り越しとなること。 
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 以上の理由により、これらの事業に関し繰越明許費を設定するものです。 

 第４表の債務負担行為補正については、城南児童センター及び城北児童センター並び

に天間林児童センターの指定管理業務委託料に関し、令和５年度から令和９年度までを

期間とする債務負担行為を追加するものです。 

 第５表の地方債補正については、事業費の精査により地方債の限度額を変更するもの

です。 

 議案第２号令和４年度七戸町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）については、

歳入歳出予算の総額に１億４,１９６万６,０００円を追加し、予算の総額を１９億１,４

２０万１,０００円とするものです。 

 歳入の主なものは、国民健康保険税に２,４８６万円、県支出金に１億１７３万４,０

００円、繰入金に１,５２８万７,０００円を追加するものです。 

 歳出の主なものは、保険給付費に１億４,１９７万円を追加するものです。 

 議案第３号令和４年度七戸町後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号）について

は、歳入歳出予算の総額から３０１万２,０００円を減額し、予算の総額を４億５,０２

９万６,０００円とするものです。 

 歳入は、繰入金から３０１万２,０００円を減額し、歳出は、後期高齢者医療広域連合

納付金から３０１万２,０００円を減額するものです。 

 議案第４号令和４年度七戸町介護保険特別会計補正予算（第５号）については、歳入

歳出予算の総額から４７８万６,０００円を減額し、予算の総額を２７億７,４９５万３,

０００円とするものです。 

 歳入の主なものは、保険料から１０９万９,０００円、国庫支出金から１３０万５,０

００円、支払基金交付金から１０７万８,０００円を減額し、歳出の主なものは、地域支

援事業費から４７８万９,０００円を減額するものです。 

 議案第５号令和４年度七戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）について

は、歳入歳出予算の総額から３０万２,０００円を減額し、予算の総額を４８５万２,０

００円とするものです。 

 歳入は、繰入金に１４万３,０００円を追加し、サービス収入から４４万５,０００円

を減額し、歳出は、総務費から３０万２,０００円を減額するものです。 

 議案第６号令和４年度七戸町霊園事業特別会計補正予算（第２号）については、歳入

歳出予算の総額から１万５,０００円を減額し、予算の総額を９０６万８,０００円とす

るものです。 

 歳入は、諸収入から１万５,０００円を減額し、歳出は、総務費から１万５,０００円

を減額するものです。 

 議案第７号令和４年度七戸町公共下水道事業特別会計補正予算（第５号）について

は、歳入歳出予算の総額から８８７万９,０００円を減額し、予算の総額を５億７９１万

７,０００円とするものです。 
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 歳入は、繰入金から７２７万９,０００円、町債から１６０万を減額し、歳出は、総務

費から２７３万８,０００円、事業費から６１４万１,０００円を減額するものです。 

 第２表の継続費補正については、下水道事業地方公営企業会計移行支援業務におい

て、総額及び年割額を減額変更するものです。 

 第３表の地方債補正については、事業債の精査に伴い地方債の限度額を変更するもの

です。 

 議案第８号令和４年度七戸町農業集落排水事業特別会計補正予算（第５号）について

は、歳入歳出予算の総額から５６９万１,０００円を減額し、予算の総額を７,５０８万

８,０００円とするものです。 

 歳入の主なものは、繰入金から５３２万２,０００円を減額し、歳出は、総務費から５

６９万１,０００円を減額するものです。 

 第２表の継続費補正については、下水道事業地方公営企業会計移行支援業務におい

て、総額及び年割額を減額変更するものです。 

 第３表の地方債補正については、事業費の精査に伴い地方債の限度額を変更するもの

です。 

 議案第９号令和４年度七戸町水道事業会計補正予算（第６号）の収益的収入及び支出

については、収益的収入の営業収益に４１８万７,０００円を追加し、営業外収益から２

３６万円を減額し、水道事業収益の総額を３億６,３８０万８,０００円とし、収益的支

出の営業費用から６万３,０００円を減額し、水道事業費用の総額を３億１,４５３万４,

０００円とするものです。 

 また、資本的収入及び支出については、資本的収入の工事負担金に５万５,０００円を

追加し、資本的収入の総額を１億２,７７０万８,０００円とし、資本的支出の建設改良

費から２,６０２万７,０００円を減額し、資本的支出の総額を３億５,９４８万３,００

０円とするものです。 

 議案第１０号令和５年度七戸町一般会計予算については、歳入歳出予算の総額を１２

０億１６７万２,０００円とし、前年度当初予算と比較して２億４,４７６万６,０００円

の増額、伸び率は２.１％となっております。 

 歳入の主なものとその構成比は、町税は２１億６,１８７万７,０００円で１８％、地

方交付税は３５億１,０００万円で２９.３％、国庫支出金は１４億３,３８１万円で１２

％、町債は２５億４,７９０万円で２１.２％です。 

 歳出の主なものとその構成比は、総務費は３５億８,９７４万１,０００円で２９.９

％、民生費は１７億２,２４９万４,０００円で１４.４％、衛生費は１１億５,７５２万

５,０００円で９.６％、公債費は１１億８３万７,０００円で９.２％、諸支出金は１１

億８,０１５万３,０００円で９.８％です。 

 歳入の前年度対比で大きく増額となっているものは、繰入金が４億６９２万１,０００

円の増額ですが、主な理由として、財政調整繰入金の増額によるものです。 
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 一方、大きく減額となっているものは、町債が１億６００万円、国庫支出金が７,４０

９万６,０００円の減額ですが、主な理由としては、いずれも蛇坂団地建設事業の終了に

よるものです。 

 歳出の前年度対比で大きく減額となっているものは、総務費が２億２,１０３万４,０

００円の増額ですが、主な理由は、公共施設解体事業及びデジタル推進事業関連の増額

によるものです。 

 続いて、衛生費が１億４,３４０万２,０００円の増額ですが、主な理由として、中部

上北広域事業組合、清掃センター及び最終処分場に係る負担金の増額によるものです。 

 一方、大きく減額となっているものは、土木費が１億１,２２１万８,０００円の減額

ですが、これは蛇坂団地建設事業の終了によるものです。 

 続いて、農林水産業費が７,０２１万円の減額ですが、主な理由として、土地改良関連

事業及び林業振興事業の減額によるものです。 

 なお、スクールバス置き去り防止社内確認ブザー購入費については、令和５年度一般

会計当初予算に計上しておりますが、令和５年度予算の編成後に国の補正予算により補

助事業として前倒しで実施するため、令和４年度一般会計補正予算（第１２号）にも計

上したものであり、令和５年度一般会計当初予算計上分については速やかに減額補正対

応したいと考えております。 

 財政状況については、社会保障費や義務的経費が年々増加傾向にあり、加えて、エネ

ルギー価格の上昇や物価高騰の影響により、財政状況は一段と厳しさを増しておりま

す。 

 今後、公共施設の改修や建設など大規模事業を実施・計画しており、従来にも増して

事業の取捨選択や事務効率の向上を図るとともに、事務事業の抜本的な見直しを検討し

選択と集中による再構築を進め、健全な財政運営に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上が、令和５年度一般会計当初予算の概要です。 

 議案第１１号令和５年度七戸町国民健康保険特別会計については、歳入歳出予算の総

額を１８億２,３３９万円とし、前年度当初予算と比較して４０４万６,０００円の増

額、伸び率は０.２％となっております。 

 歳入の主なものは、国民健康保険税３億１,２７７万５,０００円、県支出金１２億５,

０００万１,０００円、繰入金２億５,５１９万５,０００円です。 

 歳出の主なものは、保険給付費１２億１,１４０万５,０００円、国民健康保険事業費

納付金５億３,７５５万８,０００円です。 

 議案第１２号令和５年度七戸町後期高齢者医療特別会計予算については、歳入歳出の

予算の総額を４億３,７２９万６,０００円とし、前年度当初予算と比較して９２８万７,

０００円の増額、伸び率は２.２％となっております。 

 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料１億４,６５３万５,０００円、繰入金２億
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７,４６８万９,０００円です。 

 歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金４億４９６万５,０００円です。 

 議案第１３号令和５年度七戸町介護保険特別会計予算については、歳入歳出予算の総

額を２７億４,３４５万円とし、前年度当初予算と比較して３５７万円の増額、伸び率は

０.１％となっております。 

 歳入の主なものは、保険料４億７,３６９万２,０００円、国庫支出金６億９,２６１万

７,０００円、支払基金交付金７億１,９４１万６,０００円、県支出金３億８,９００万

８,０００円、繰入金４億６,８６８万１,０００円です。 

 歳出の主なものは、保険給付費２６億３,３１３万９,０００円です。 

 議案第１４号令和５年度七戸町介護サービス事業特別会計予算については、歳入歳出

予算の総額を４９４万８,０００円とし、前年度当初予算と比較して１５万円の減額、伸

び率はマイナス２.９％となっております。 

 歳入の主なものは、サービス収入３６１万円、繰入金１３３万６,０００円、歳出の主

なものは、総務費に４７４万７,０００円です。 

 議案第１５号令和５年度七戸町七戸霊園事業特別会計予算については、歳入歳出予算

の総額を１９８万７,０００円とし、前年度当初予算と比較して６２６万円の減額、伸び

率はマイナス７５.９％となっております。 

 歳入の主なものは、使用料及び手数料１８８万３,０００円、歳出の主なものは、総務

費１９８万６,０００円です。 

 議案第１６号令和５年度七戸町公共下水道事業特別会計予算については、歳入歳出予

算の総額を６億４,６０３万７,０００円とし、前年度当初予算と比較して１億４,７１８

万１,０００円の増額、伸び率は２９.５％となっております。 

 歳入の主なものは、国庫支出金１億３,５０５万円、繰入金２億８８７万１,０００

円、町債２億３,１８０万円です。歳出は、総務費１億３,０７６万２,０００円、事業費

３億１,３３８万円、公債費２億１８９万５,０００円です。 

 議案第１７号令和５年度七戸町農業集落排水事業特別会計予算については、歳入歳出

予算の総額を９,１９９万４,０００円とし、前年度当初予算と比較して１,２０５万３,

０００円の増額、伸び率は１５.１％となっております。 

 歳入の主なものは、繰入金６,１６９万３,０００円、町債２,１４０万円です。歳出

は、総務費５,４２３万２,０００円、公債費３,７７６万２,０００円です。 

 議案第１８号令和５年度七戸町水道事業会計予算については、年間業務の予定量とし

て、給水戸数は７,５８０戸、年間総給水量は２１９万立方メートル、１日の平均給水量

を６,０００立方メートルとするものです。収益的収入及び支出の予定額としては、水道

事業収益の総額は３億６,５０６万１,０００円とし、内訳としては、営業収益３億２,０

５０万８,０００円、営業外収益４,４５５万２,０００円、特別利益１,０００円とする

ものです。 
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 続きまして、水道事業費用の総額は、３億１,４２９万円とし、内訳として営業費用２

億８,０３４万７,０００円、営業外費用１,８８１万３,０００円、特別損失１３万円、

予備費１,５００万円とするものです。 

 次に、資本的収入及び支出の予定額としては、資本的収入の総額は、１億２,５８１万

６,０００円とし、内訳としては工事負担金３７９万６,０００円、補助金４,２０２万

円、企業債８,０００万円とするものです。 

 続きまして、資本的支出の総額は３億３,４７０万３,０００円とし、内訳としては建

設改良費２億６,３６９万２,０００円、企業債償還金７,１０１万１,０００円とするも

のです。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億８８８万７,０００円は、減

債積立金５,０００万円、損益勘定留保資金１億３,９０８万円、消費税及び資本的収支

調整額１,９８０万７,０００円で補塡するものです。 

 議案第３８号七戸町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについては、令

和５年５月１６日で任期満了となる七戸町教育委員会教育長について、附田道大氏を再

任したいことから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、議会の同

意を求めるため提案するものです。 

 議案第３９号七戸町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについては、令和

５年５月１６日で任期満了となる七戸町教育委員会委員について、菊池龍達氏を再任し

たいことから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、議会の同意を

求めるため提案するものです。 

 議案第４０号七戸町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いては、令和５年５月１６日で任期満了となる七戸町固定資産評価審査委員会委員につ

いて、仁和民夫氏を再任したいことから、地方税法の規定により、議会の同意を求める

ため提案するものです。 

 議案第４１号七戸町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いては、令和５年５月１６日で任期満了となる七戸町固定資産評価審査委員会委員につ

いて、附田繁志氏を再任したいことから、地方税法の規定により、議会の同意を求める

ため提案するものです。 

 議案第４２号七戸町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いては、令和５年５月１６日で任期満了となる七戸町固定資産評価審査委員会委員につ

いて、菅岡哲郎氏を再任したいことから、地方税法の規定により、議会の同意を求める

ため提案するものです。 

 以上が、本定例会に提出いたしました議案でありますが、議員各位には慎重審議の

上、御賛同賜りますようお願い申し上げ、開会の挨拶といたします。 

○議長（瀬川左一君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

────────────────────────────────────── 

○日程第５ 常任委員会の要請事項に対する回答について 
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○議長（瀬川左一君） 日程第５ 常任委員会の要請事項に対する回答が届いておりま

す。 

 本件については、常任委員会の要請事項に対する町長、教育長、農業委員会会長か

ら、回答の写しをお手元に配付しておりますので、御了承願います。 

────────────────────────────────────── 

○日程第６ 予算審査特別委員会設置 

○議長（瀬川左一君） 日程第６ 予算審査特別委員会設置の件を議題とします。 

 議案第１０号令和５年度七戸町一般会計予算から議案第１８号令和５年度七戸町水道

事業会計予算までの９議案について、議長を除く全議員をもって構成する予算審査特別

委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、本件９議案については、議長を除く全議員をもって構成する予算審

査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定しました。 

 お諮りします。 

 ただいま付託しました本件については、会議規則第４６条第１項の規定により、３月

８日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、本件については３月８日までに審査を終了するよう期限をつけるこ

とに決定しました。 

 なお、予算審査特別委員会を本日会議終了後、直ちに招集しますので、本会議散会後

もそのまま着席願います。 

────────────────────────────────────── 

○散会宣告 

○議長（瀬川左一君) 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 なお、３月３日の本会議は午前１０時に再開します。 

 本席から告知します。 

 ３月３日の一般質問の順番をお知らせします。 

 １番目は１０番佐々木寿夫君、２番目は２番山本泰二君、３番目は３番向中野幸八

君、４番目は１５番盛田惠津子君、５番目は７番哘清悦君となります。 

 本日は、これで散会します。 

 お疲れさまでした。 

 散会 午前１１時０４分   


